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公 益 財 団 法 人 柿 衞 文 庫 定 款  

 

第 １ 章  総 則  

（ 名 称 ）  

第 １ 条  こ の 法 人 は 、 公 益 財 団 法 人 柿 衞 文 庫 と 称 す る 。  

（ 事 務 所 ）  

第 ２ 条  こ の 法 人 は 、 主 た る 事 務 所 を 兵 庫 県 伊 丹 市 に 置 く 。  

第 ２ 章  目 的 及 び 事 業  

（ 目 的 ）  

第 ３ 条  こ の 法 人 は 、 岡 田 利 兵 衞 氏 が 収 集 し た 俳 諧 文 学 に 関 す る 図 書 及 び 資 料 の

整 理 保 存 及 び 公 開 展 示 を 図 る と と も に 、 そ の 調 査 研 究 を 行 い 、 も っ て 我 が 国 文

化 の 向 上 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 事 業 ）  

第 ４ 条  こ の 法 人 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 業 を 行 う 。  

（ １ ） 柿 衞 文 庫 に 収 集 し た 俳 諧 資 料 の 保 存 及 び 随 時 公 開  

（ ２ ） 俳 諧 文 学 に 関 す る 調 査 研 究  

（ ３ ） 俳 諧 文 学 に 係 る 出 版 物 の 刊 行  

（ ４ ） 講 演 会 、 研 究 発 表 会 等 の 開 催  

 （ ５ ） そ の 他 こ の 法 人 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業  

２  前 項 各 号 の 事 業 は 、 伊 丹 市 に お い て 行 う も の と す る 。  

第 ３ 章  資 産 及 び 会 計  

（ 基 本 財 産 ）  

第 ５ 条  こ の 法 人 の 目 的 で あ る 事 業 を 行 う た め に 不 可 欠 な 別 表 第 １ 及 び 別 表 第 ２

の 財 産 は 、 こ の 法 人 の 基 本 財 産 と す る 。  

２  基 本 財 産 は 、 こ の 法 人 の 目 的 を 達 成 す る た め に 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て

管 理 し な け れ ば な ら ず 、 基 本 財 産 の 一 部 を 処 分 し よ う と す る と き 及 び 基 本 財 産

か ら 除 外 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 理 事 会 及 び 評 議 員 会 の 承 認 を 要 す る 。 

３  別 表 第 ２ の 財 産 は 、公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律（ 平

成 18 年 法 律 第 49 号 。 以 下 「 認 定 法 」 と い う 。） 第 ５ 条 第 16 号 に 定 め る 公 益 目

的 事 業 を 行 う た め に 不 可 欠 な 特 定 の 財 産 と す る 。  

（ 事 業 年 度 ）  

第 ６ 条  こ の 法 人 の 事 業 年 度 は 、毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 に 終 わ る 。 

（ 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 ）  

第 ７ 条  こ の 法 人 の 事 業 計 画 書 、 収 支 予 算 書 、 資 金 調 達 及 び 設 備 投 資 の 見 込 み を

記 載 し た 書 類 に つ い て は 、 毎 事 業 年 度 開 始 の 日 の 前 日 ま で に 、 理 事 長 (第 20 条

に お い て 規 定 す る 理 事 長 を い う 。 以 下 同 じ 。 )が 作 成 し 、 理 事 会 の 承 認 を 受 け

な け れ ば な ら な い 。 こ れ を 変 更 す る 場 合 も 、 同 様 と す る 。  

２  前 項 の 書 類 に つ い て は 、 主 た る 事 務 所 に 、 当 該 事 業 年 度 が 終 了 す る ま で の 間

備 え 置 き 、 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  

（ 事 業 報 告 及 び 決 算 ）  

第 ８ 条  こ の 法 人 の 事 業 報 告 及 び 決 算 に つ い て は 、 毎 事 業 年 度 終 了 後 、 理 事 長 が

次 の 書 類 を 作 成 し 、 監 事 の 監 査 を 受 け た 上 で 、 理 事 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。  

(1) 事 業 報 告  

(2) 事 業 報 告 の 附 属 明 細 書  

(3) 貸 借 対 照 表  

(4) 正 味 財 産 増 減 計 算 書  

(5) 貸 借 対 照 表 及 び 正 味 財 産 増 減 計 算 書 の 附 属 明 細 書  

 (6) 財 産 目 録  

２  前 項 の 承 認 を 受 け た 書 類 の う ち 、 第 １ 号 、 第 ３ 号 、 第 ４ 号 及 び 第 ６ 号 の 書 類
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に つ い て は 、 定 時 評 議 員 会 に 提 出 し 、 第 １ 号 の 書 類 に つ い て は そ の 内 容 を 報 告

し 、 そ の 他 の 書 類 に つ い て は 、 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 の 書 類 の ほ か 、 次 の 書 類 を 主 た る 事 務 所 に ５ 年 間 備 え 置 き 、 一 般 の 閲

覧 に 供 す る と と も に 、 定 款 を 主 た る 事 務 所 に 備 え 置 き 、 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も

の と す る 。  

(1) 監 査 報 告  

(2) 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 名 簿  

(3) 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 を 記 載 し た 書 類  

(4) 運 営 組 織 及 び 事 業 活 動 の 状 況 の 概 要 及 び こ れ ら に 関 す る 数 値 の う ち 重 要

な も の を 記 載 し た 書 類  

（ 公 益 目 的 取 得 財 産 残 額 の 算 定 ）  

第 ９ 条  理 事 長 は 、 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 施 行 規

則 （ 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 68 号 ） 第 48 条 の 規 定 に 基 づ き 、 毎 事 業 年 度 、 当 該

事 業 年 度 の 末 日 に お け る 公 益 目 的 取 得 財 産 残 額 を 算 定 し 、 前 条 第 ３ 項 第 ４ 号 の

書 類 に 記 載 す る も の と す る 。  

第 ４ 章  評 議 員  

（ 評 議 員 ）  

第 10 条  こ の 法 人 に 評 議 員 ５ 名 以 上 １ ０ 名 以 内 を 置 く 。  

（ 評 議 員 の 選 任 及 び 解 任 ）  

第 11 条  評 議 員 の 選 任 及 び 解 任 は 、 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法

律（ 平 成 18 年 法 律 第 48 号 。以 下「 一 般 法 人 法 」と い う 。）第 179 条 か ら 第 195 

条 の 規 定 に 従 い 、 評 議 員 会 に お い て 行 う 。  

２  評 議 員 を 選 任 す る 場 合 に は 、 次 の 各 号 の 要 件 を い ず れ も 満 た さ な け れ ば な ら

な い 。  

(1) 各 評 議 員 に つ い て 、次 の ア か ら カ に 該 当 す る 評 議 員 の 合 計 数 が 評 議 員 の 総

数 の ３ 分 の １ を 超 え な い も の で あ る こ と 。  

ア  当 該 評 議 員 及 び そ の 配 偶 者 又 は ３ 親 等 内 の 親 族  

イ  当 該 評 議 員 と 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情

に あ る 者  

ウ  当 該 評 議 員 の 使 用 人  

エ  イ 又 は ウ に 掲 げ る 者 以 外 の 者 で あ っ て 、当 該 評 議 員 か ら 受 け る 金 銭 そ の

他 の 財 産 に よ っ て 生 計 を 維 持 し て い る も の  

オ  ウ 又 は エ に 掲 げ る 者 の 配 偶 者  

カ  イ か ら エ ま で に 掲 げ る 者 の ３ 親 等 内 の 親 族 で あ っ て 、こ れ ら の 者 と 生 計

を 一 に す る も の  

(2) 他 の 同 一 の 団 体 （ 公 益 法 人 を 除 く 。） の 次 の ア か ら エ に 該 当 す る 評 議 員 の

合 計 数 が 評 議 員 の 総 数 の ３ 分 の １ を 超 え な い も の で あ る こ と 。  

ア  理 事  

イ  使 用 人  

ウ  当 該 他 の 同 一 の 団 体 の 理 事 以 外 の 役 員（ 法 人 で な い 団 体 で 代 表 者 又 は 管

理 人 の 定 め の あ る も の に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 又 は 管 理 人 ）  

 又 は 業 務 を 執 行 す る 社 員 で あ る 者  

エ  次 に 掲 げ る 団 体 に お い て そ の 職 員（ 国 会 議 員 及 び 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の

議 員 を 除 く 。） で あ る 者  

(ｱ) 国 の 機 関  

(ｲ) 地 方 公 共 団 体  

(ｳ) 独 立 行 政 法 人 通 則 法（ 平 成 11 年 法 律 第 103 号 ）第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 独 立 行 政 法 人  

(ｴ) 国 立 大 学 法 人 法（ 平 成 15 年 法 律 第 112 号 ）第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

国 立 大 学 法 人 又 は 同 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人  
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(ｵ) 地 方 独 立 行 政 法 人 法（ 平 成 15 年 法 律 第 118 号 ）第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 地 方 独 立 行 政 法 人  

(ｶ) 特 殊 法 人 （ 特 別 の 法 律 に よ り 特 別 の 設 立 行 為 を も っ て 設 立 さ れ た 法

人 で あ っ て 、 総 務 省 設 置 法 （ 平 成 11 年 法 律 第 91 号 ） 第 ４ 条 第 15 号 の

規 定 の 適 用 を 受 け る も の を い う 。） 又 は 認 可 法 人 （ 特 別 の 法 律 に よ り 設

立 さ れ 、 か つ 、 そ の 設 立 に 関 し 行 政 官 庁 の 認 可 を 要 す る 法 人 を い う 。）  

（ 任 期 ）  

第 12 条  評 議 員 の 任 期 は 、選 任 後 ４ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の

に 関 す る 定 時 評 議 員 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。  

２  任 期 の 満 了 前 に 退 任 し た 評 議 員 の 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 評 議 員 の 任 期 は 、 退

任 し た 評 議 員 の 任 期 の 満 了 す る 時 ま で と す る 。  

３  評 議 員 は 、第 10 条 に 定 め る 定 数 に 足 り な く な る と き は 、任 期 の 満 了 又 は 辞 任

に よ り 退 任 し た 後 も 、 新 た に 選 任 さ れ た 者 が 就 任 す る ま で 、 な お 評 議 員 と し て

の 権 利 義 務 を 有 す る 。  

（ 評 議 員 に 対 す る 報 酬 等 ）  

第 13 条  評 議 員 に 対 し て 、 各 年 度 の 総 額 が 15 万 円 を 超 え な い 範 囲 で 、 評 議 員 会

に お い て 別 に 定 め る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 に 従 っ て 算 定 し た 額 を 、 報 酬 と し て 支

給 す る 。  

第 ５ 章  評 議 員 会  

（ 構 成 ）  

第 14 条  評 議 員 会 は 、 す べ て の 評 議 員 を も っ て 構 成 す る 。  

（ 権 限 ）  

第 15 条  評 議 員 会 は 、 次 の 事 項 に つ い て 決 議 す る 。  

(1) 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 選 任 及 び 解 任  

(2) 理 事 及 び 監 事 の 報 酬 等 の 額  

(3) 評 議 員 に 対 す る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準  

(4) 貸 借 対 照 表 及 び 正 味 財 産 増 減 計 算 書 の 承 認  

(5) 定 款 の 変 更  

(6) 残 余 財 産 の 処 分  

(7) 基 本 財 産 の 処 分 又 は 除 外 の 承 認  

(8) そ の 他 評 議 員 会 で 決 議 す る も の と し て 法 令 又 は こ の 定 款 で 定 め ら れ た 事 項  

（ 開 催 ）  

第 16 条  評 議 員 会 は 、 定 時 評 議 員 会 と し て 毎 年 度 ６ 月 に １ 回 開 催 す る ほ か 、 ３

月 及 び 必 要 が あ る 場 合 に 開 催 す る 。  

（ 招 集 ）  

第 17 条  評 議 員 会 は 、法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、理 事 会 の 決 議 に 基 づ

き 理 事 長 が 招 集 す る 。  

２  評 議 員 は 、 理 事 長 に 対 し 、 評 議 員 会 の 目 的 で あ る 事 項 及 び 招 集 の 理 由 を 示 し

て 、 評 議 員 会 の 招 集 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

（ 決 議 ）  

第 18 条  評 議 員 会 の 決 議 は 、決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 評 議 員 を 除 く

評 議 員 の 過 半 数 が 出 席 し 、 そ の 過 半 数 を も っ て 行 う 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 決 議 は 、 決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す

る 評 議 員 を 除 く 評 議 員 の ３ 分 の ２ 以 上 に 当 た る 多 数 を も っ て 行 わ な け れ ば な

ら な い 。  

(1) 監 事 の 解 任  

(2) 評 議 員 に 対 す る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準  

(3) 定 款 の 変 更  

(4) 基 本 財 産 の 処 分 又 は 除 外 の 承 認  

(5) そ の 他 法 令 で 定 め ら れ た 事 項  
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３  理 事 又 は 監 事 を 選 任 す る 議 案 を 決 議 す る に 際 し て は 、 各 候 補 者 ご と に 第 １ 項

の 決 議 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 理 事 又 は 監 事 の 候 補 者 の 合 計 数 が 第 20 条 に

定 め る 定 数 を 上 回 る 場 合 に は 、 過 半 数 の 賛 成 を 得 た 候 補 者 の 中 か ら 得 票 数 の 多

い 順 に 定 数 の 枠 に 達 す る ま で の 者 を 選 任 す る こ と と す る 。  

（ 議 事 録 ）  

第 19 条  評 議 員 会 の 議 事 に つ い て は 、法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、議 事 録 を 作 成

す る 。  

２  議 長 及 び 出 席 し た 評 議 員 の う ち か ら 選 出 さ れ た ２ 名 は 、 前 項 の 議 事 録 に 記 名

押 印 す る 。  

第 ６ 章  役 員  

（ 役 員 の 設 置 ）  

第 20 条  こ の 法 人 に 、 次 の 役 員 を 置 く 。  

(1) 理 事 5 名 以 上 １ ０ 名 以 内  

(2) 監 事  ２ 名 以 内  

２  理 事 の う ち １ 名 を 理 事 長 、 1 名 を 常 務 理 事 と す る 。  

３  前 項 の 理 事 長 を も っ て 一 般 法 人 法 上 の 代 表 理 事 と し 、 常 務 理 事 を も っ て 、 一

般 法 人 法 第 197 条 に お い て 準 用 す る 一 般 法 人 法 第 91 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 業 務 執

行 理 事 と す る 。  

（ 役 員 の 選 任 ）  

第 21 条  理 事 及 び 監 事 は 、 評 議 員 会 の 決 議 に よ っ て 選 任 す る 。  

２  理 事 長 及 び 常 務 理 事 は 、 理 事 会 の 決 議 に よ っ て 理 事 の 中 か ら 選 定 す る 。  

（ 理 事 の 職 務 及 び 権 限 ）  

第 22 条  理 事 は 、理 事 会 を 構 成 し 、法 令 及 び こ の 定 款 で 定 め る と こ ろ に よ り 、職

務 を 執 行 す る 。  

２  理 事 長 は 、 法 令 及 び こ の 定 款 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ の 法 人 を 代 表 し 、 そ

の 業 務 を 執 行 し 、 常 務 理 事 は 、 理 事 会 に お い て 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ の

法 人 の 業 務 を 分 担 執 行 す る 。  

３  理 事 長 及 び 常 務 理 事 は 、 毎 事 業 年 度 に ４ 箇 月 を 超 え る 間 隔 で ２ 回 以 上 、 自 己

の 職 務 の 執 行 の 状 況 を 理 事 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 監 事 の 職 務 及 び 権 限 ）  

第 23 条  監 事 は 、理 事 の 職 務 の 執 行 を 監 査 し 、法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、監 査

報 告 を 作 成 す る 。  

２  監 事 は 、 い つ で も 、 理 事 及 び 使 用 人 に 対 し て 事 業 の 報 告 を 求 め 、 こ の 法 人 の

業 務 及 び 財 産 の 状 況 の 調 査 を す る こ と が で き る 。  

（ 役 員 の 任 期 ）  

第 24 条  理 事 の 任 期 は 、選 任 後 ２ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に

関 す る 定 時 評 議 員 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。  

２  監 事 の 任 期 は 、 選 任 後 ４ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す

る 定 時 評 議 員 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。  

３  補 欠 と し て 選 任 さ れ た 理 事 又 は 監 事 の 任 期 は 、 前 任 者 の 任 期 の 満 了 す る 時 ま

で と す る 。  

４  理 事 又 は 監 事 は 、第 20 条 に 定 め る 定 数 に 足 り な く な る と き は 、任 期 の 満 了 又

は 辞 任 に よ り 退 任 し た 後 も 、 新 た に 選 任 さ れ た 者 が 就 任 す る ま で 、 な お 理 事 又

は 監 事 と し て の 権 利 義 務 を 有 す る 。  

（ 役 員 の 解 任 ）  

第 25 条  理 事 又 は 監 事 が 、次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、評 議 員 会 の 決 議 に よ

っ て 解 任 す る こ と が で き る 。  

(1) 職 務 上 の 義 務 に 違 反 し 、 又 は 職 務 を 怠 っ た と き 。  

(2) 心 身 の 故 障 の た め 、 職 務 の 執 行 に 支 障 が あ り 、 又 は こ れ に 堪 え な い と き 。 

（ 報 酬 等 ）  
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第 26 条  理 事 及 び 監 事 に 対 し て 、 評 議 員 会 に お い て 別 に 定 め る 総 額 の 範 囲 内 で 、

評 議 員 会 に お い て 別 に 定 め る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 に 従 っ て 算 定 し た 額 を 報 酬

等 と し て 支 給 す る こ と が で き る 。  

第 ７ 章  理 事 会  

（ 構 成 ）  

第 27 条  理 事 会 は 、 す べ て の 理 事 を も っ て 構 成 す る 。  

（ 権 限 ）  

第 28 条  理 事 会 は 、 次 の 職 務 を 行 う 。  

(1) こ の 法 人 の 業 務 執 行 の 決 定  

(2) 理 事 の 職 務 の 執 行 の 監 督  

(3) 理 事 長 及 び 常 務 理 事 の 選 定 及 び 解 職  

（ 招 集 ）  

第 29 条  理 事 会 は 、 理 事 長 が 招 集 す る 。  

２  理 事 長 が 欠 け た と き 又 は 理 事 長 に 事 故 が あ る と き は 、 各 理 事 が 理 事 会 を 招 集

す る 。  

（ 決 議 ）  

第 30 条  理 事 会 の 決 議 は 、決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 理 事 を 除 く 理 事

の 過 半 数 が 出 席 し 、 そ の 過 半 数 を も っ て 行 う 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、一 般 法 人 法 第 197 条 に お い て 準 用 す る 一 般 法 人 法

第 96 条 の 要 件 を 満 た し た と き は 、 理 事 会 の 決 議 が あ っ た も の と み な す 。  

（ 議 事 録 ）  

第 31 条  理 事 会 の 議 事 に つ い て は 、法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、議 事 録 を 作 成 す

る 。  

２  出 席 し た 理 事 長 及 び 監 事 は 、 前 項 の 議 事 録 に 記 名 押 印 す る 。  

第 ８ 章  定 款 の 変 更 及 び 解 散  

（ 定 款 の 変 更 ）  

第 32 条  こ の 定 款 は 、 評 議 員 会 の 決 議 に よ っ て 変 更 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 は 、こ の 定 款 の 第 ３ 条 及 び 第 ４ 条（ 及 び 第 11 条 ）に つ い て も 適 用

す る 。  

（ 解 散 ）  

第 33 条  こ の 法 人 は 、基 本 財 産 の 滅 失 に よ る こ の 法 人 の 目 的 で あ る 事 業 の 成 功 の

不 能 そ の 他 法 令 で 定 め ら れ た 事 由 に よ っ て 解 散 す る 。  

（ 公 益 認 定 の 取 消 し 等 に 伴 う 贈 与 ）  

第 34 条  こ の 法 人 が 公 益 認 定 の 取 消 し の 処 分 を 受 け た 場 合 又 は 合 併 に よ り 法 人

が 消 滅 す る 場 合 （ そ の 権 利 義 務 を 承 継 す る 法 人 が 公 益 法 人 で あ る と き を 除 く 。）

に は 、 評 議 員 会 の 決 議 を 経 て 、 公 益 目 的 取 得 財 産 残 額 に 相 当 す る 額 の 財 産 を 、

当 該 公 益 認 定 の 取 消 し の 日 又 は 当 該 合 併 の 日 か ら １ 箇 月 以 内 に 、 認 定 法 第 ５ 条

第 17 号 に 掲 げ る 法 人 又 は 国 若 し く は 地 方 公 共 団 体 に 贈 与 す る も の と す る 。  

（ 残 余 財 産 の 帰 属 ）  

第 35 条  こ の 法 人 が 清 算 を す る 場 合 に お い て 有 す る 残 余 財 産 は 、評 議 員 会 の 決 議

を 経 て 、 認 定 法 第 ５ 条 第 17 号 に 掲 げ る 法 人 又 は 国 若 し く は 地 方 公 共 団 体 に 贈

与 す る も の と す る 。  

第 ９ 章  公 告 の 方 法  

（ 公 告 の 方 法 ）  

第 36 条  こ の 法 人 の 公 告 は 、主 た る 事 務 所 の 公 衆 の 見 や す い 場 所 に 掲 示 す る 方 法

に よ り 行 う 。  

附  則  

１  こ の 定 款 は 、 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 及 び 公 益 社 団 法 人

及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等  に

関 す る 法 律 （ 平 成 18 年 法 律 第 50 号 。 以 下 「 整 備 法 」 と い う 。） 第 106 条 第 １
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項 に 定 め る 公 益 法 人 の 設 立 の 登 記 の 日（ 平 成 ２ ３ 年 １ １ 月 １ 日 ）か ら 施 行 す る 。 

２  整 備 法 第 106 条 第 １ 項 に 定 め る 特 例 民 法 法 人 の 解 散 の 登 記 と 、 公 益 法 人 の 設

立 の 登 記 を 行 っ た と き は 、 第 ６ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 解 散 の 登 記 の 日 の 前 日

を 事 業 年 度 の 末 日 と し 、 設 立 の 登 記 の 日 を 事 業 年 度 の 開 始 日 と す る 。  

３  こ の 法 人 の 最 初 の 評 議 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

 佐 藤 由 紀 子 、 庄 田 徳 男 、 堀 信 夫 、 岡 田 春 樹 、 宇 多 喜 代 子 、 小 西 新 太 郎  

４  こ の 法 人 の 設 立 の 登 記 の 日 に 就 任 す る 理 事 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

   乾 一 雄 、 今 井 美 紀 、 松 井 正 道 、 上 地 秀 治 、 岡 田 彰 子 、 坪 内 稔 典 、 飯  

  倉 洋 一  

５  こ の 法 人 の 最 初 の 理 事 長 は 乾 一 雄 、 常 務 理 事 は 今 井 美 紀 と す る 。  

６  こ の 法 人 の 設 立 の 登 記 の 日 に 就 任 す る 監 事 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

   武 内 利 熈 、 深 川 純 一  

 

   附  則  

 こ の 定 款 は 、 平 成 ２ ４ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 定 款 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

別 表 第 １  基 本 財 産（ 公 益 目 的 事 業 を 行 う た め に 不 可 欠 な 特 定 の 財 産 以 外 の も の ）

（ 第 ５ 条 関 係 ）  

 

 

財 産 種 別  場 所 ・ 物 量 等  

建 物   

1,172 ㎡  

伊 丹 市 宮 ノ 前 2 丁 目 5 番 20 号   

３  階 建  

定 期 預 金  31,000,000 円  

投 資 有 価 証 券  

( 兵 庫 県 市 町

共 同 公 募 債 ) 

5,300,000 円  

 

 

別 表 第 ２  公 益 目 的 事 業 を 行 う た め に 不 可 欠 な 特 定 の 財 産 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

財 産 種 別  数    量  

俳 諧 文 学 資 料  

   短 冊 類  

   軸 物 類  

   書  籍  

 

5,657 点  

1,719 点  

2,908 件  

柿 衞 文 庫 収 蔵 庫 内 で 保 管  

 

 


